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＜総論＞

Ⅰ．はじめに

（林）　ただ今，ご紹介いただきました林でご
ざいます。それでは，早速でございますけれど
も，租研意見の概要を説明させていただきたい
と思います。
租研は，これまで中立の立場から税制の在り
方に関する提案を長年行ってまいりました。租
研意見の特徴の 1つは，短期的な課題だけでは
なく，日本の経済社会が抱える構造的な問題の
解決を目指した税制改革の提言を行っているこ
とでございます。従いまして，本日ご説明申し
上げる意見は令和 6年度税制改正に関する租研
意見となっておりますけれども，より長いスパ
ンでの提言・提案であることをまず申し上げて
おきたいと思います。また，租研の問題意識と
提案は，いわゆるイメージベースではなく，し
っかりとしたデータの裏付けがなされているも
のであることも租研意見の特徴といえるのでは
ないかと思います。この点につきましては，租
研意見に付属されております資料集と毎年行っ
ておりますアンケート調査をご覧いただきたい
と思います。

それでは，概要に沿ってご説明申し上げます。
まず，はじめにでございますが，日本はさま
ざまな構造問題を抱えております。租研はかね
てより，巨額の財政債務，人口減少，超高齢化
の進行，社会保障費の増大，そして経済では生
産性，経済成長の低迷，今後の社会としてデジ
タル化・グリーン化が遅れていることといった
ような点を構造問題として認識してまいりまし
た。そして，とりわけ，その中から財政の持続
可能性の回復，社会保障制度の効率化と重点化，
特に，経済構造を転換し持続的成長と所得の拡
大を目指すという，この 3つを改革の基本方向
として捉えてまいりました。もちろん，これら
の目標を実現するためには，財政支出やその他
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の政策がセットで実施される必要があることは
言うまでもありません。しかしながら，税制も
いわゆるソフトインフラの 1つとして，これら
の構造問題に対応することが非常に重要な課題
となっております。それが， 2番目の税制改革
の基本的視点に示されております。

Ⅱ．税制改革の基本的視点

まず，経済活力の強化では，生産・分配・支
出という，いわゆるマクロ経済循環の中で企業
の活性化と雇用・所得の確保とが好循環となっ
て，日本経済を拡大していくことが求められて
おります。この好循環を実現するためにも，や
はり企業の活性化が不可欠でございまして，そ
のためには企業の国際競争力の強化，日本の立
地競争力の強化，そしてイノベーションと生産
性の向上が不可欠です。それには，官民が重点
的な投資等を行うことが重要でありますけども，
DXを進めるためにもこれから人への投資も重
要な課題となってまいります。これらを含め，
ポストコロナの時代にふさわしい成長戦略の確
実な実施に官民を挙げて早急に取り組んでいか
なければならない時期に来ていると考えており
ます。
次は，財政健全化の視点でございます。現在，
日本の財政は受益が負担を上回る構造になって
おります。この構造を解消するためには，歳出
歳入の一体改革が不可欠です。その場合には，
まず予算規模ありきの政策から脱却して，国・
地方ともにエビデンスに基づいた政策立案を促
進し，効果的・効率的（Outcome-Oriented）
な支出を徹底するとともに，受益と負担の適正
化を図ることによって限られた財政資源の最適
配分を実現することが必要であります。
そして，税制面では，次の 3点が重要だと考
えております。まず，公共サービスの財源は税
により賄うことが原則です。その場合，消費税
率の引き上げ，所得税改革という 2つの個人に
対する基幹税による財源の確保が重要であると

いう点。そして，税と社会保険料の 2つが国民
負担となるわけでありますけれども，税と社会
保険料の役割分担に配意が必要です。社会保険
料につきましては，本来，年金や医療のように
受益と負担，受益は給付でありますが，それと
の関係が明確で，しかも保険原理が働く分野に
適していて，社会の構成員全体に便益が及ぶよ
うな公共サービスの財源としては，保険料では
なく国民が広く公平に負担する税によることが
望ましいと租研は考えております。つまり，財
源を安易に社会保険料に求めることがあっては
ならないと考えています。
3つ目は，地方創生・地域の活性化です。地

方財政の場合，国からの財政移転が非常に大き
なウエートを占めているわけでありますけれど
も，財政移転に頼るのではなく，財政責任を伴
った地方行財政運営が実現する環境を整備する
必要がございます。そのためにも，地方税の在
り方が極めて重要なポイントになります。つま
り，地方税においては負担分任，応益課税の原
則に基づいた制度改革を行うこと，そして，そ
の結果として税源の偏在性が小さく税収が安定
的になる地方税体系の構築と地方税の構造改革
が必要であるという認識でございます。
税制改革には，以上のような基本的視点が必
要ですけれども，税は必要な財政支出の財源調
達手段であります。そのためにも，税が備える
べき原則がございます。それが公平・中立・簡
素という 3つの原則です。公平性は，人々が負
担能力に応じて税を分かち合うという応能負担
を意味するのですけれども，現在世代と将来世
代という世代間においてもこの原則が満たされ
る必要性がございます。 2番目の中立性は，税
収調達手段である租税が個人や企業の活動に対
して与えてしまう影響を極力小さくする。つま
り，ゆがみをできるだけ与えないような財源調
達手段でなければいけないという原則です。 3
つ目の簡素性の原則は，納税者にとって理解し
やすく，そして徴税者にとっても徴税のコスト
がかからないという税の仕組みを構築すること
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でございます。納税事務負担の軽減や税負担に
関する予見可能性を高めるためにも，税は簡素
でわかりやすくなければなりません。これが，
簡素性に関する租研の考え方です。

Ⅲ．税体系

総論の最後は，望ましい税体系の構築でござ
います。公平・中立という原則は，しばしばト
レードオフの関係にあることがあります。また，
単一の税でこの租税原則全てを同時に満たすこ
とはできません。従って，どうしても複数の税
目が必要になります。これが，租税体系という
ことになります。また，税によっては安定的な
税収をもたらすものもあれば，経済成長ととも
に税収が大きく伸びたり減少したりするような
伸縮性の大きい税もございます。こうした各税
が持つ特性を考慮し，バランスの取れた税体系
の構築が求められております。

＜各論＞

Ⅳ．所得税

それでは，各論に入らせていただきます。こ
の番号順に進めてまいりますが，まず，個人所
得税に関しましては，現在の所得税負担の構造
を見ますと，ほとんど全ての階層において日本
の所得税負担は先進国の中でも低く抑えられて
おります。このことから，税収調達機能を今よ
りも強化する余地は国際的に見てあるのではな
いかと考えております。
次は，所得税負担の偏りです。年収1,000万
円超の給与所得は全体の4.9％ですけれども，
その方々が税額の約半数以上，52.4％を負担す
るというように，現在の税負担が高所得者に偏
る構造を特徴としております。こうしたことか
ら，低税率適用ブラケット幅の縮小なども今後
検討していく必要があるという指摘をさせてい
ただきました。

日本では現在，所得格差が拡大しているとい
われておりますけれども，税制・財政全体の中
で所得税が所得再分配にどのような役割を果た
すべきなのかについて検討していく必要がある
のではないかという指摘もさせていただきまし
た。
さらに，中立性でありますけれども，現在，
働き方，ライフコースの多様化が進んでおりま
す。こういうことの中で，婚姻，働き方，所得
の稼得形態などをゆがめないという中立性を確
保する観点から所得控除の在り方等の見直しを
検討する必要があるとさせていただきました。

Ⅴ．相続税・贈与税

続きまして，相続税・贈与税でございます。
税制全体の中で相続税の機能の中心は富の集中
抑制で，この機能の発揮が重要だと捉えており
ます。そして，その中で資産の移転時期に中立
的な税制を構築する観点から，相続税・贈与税
の見直しについて今後も検討を進めていくべき
であるとさせていただきました。
また，資産の世代間移転促進を目的として，
結婚・子育て・教育・住宅取得資金に係る贈与
税の非課税措置が導入されたところでございま
すが，格差の固定化につながらないように今後
も見直しが必要であるという指摘をしておりま
す。

Ⅵ．法人税

法人税につきましては多くの提案をさせてい
ただいておりますけれども，主要な点を挙げま
すと，第 1は企業の国際競争力の強化，立地競
争力の確保など，日本経済の持続的な成長を促
進するための法人税制の整備が重要であるとい
う基本認識です。これに基づいて，特に法人税
率，課税ベース等については，グローバル・ミ
ニマム課税の導入なども踏まえて国際的に調和
の取れた，つまりグローバルスタンダードな税
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制であることが肝要だとしております。詳細は
意見書の本文をご覧いただきたいと思います。
第 3に，研究開発の促進が経済成長において
重要だと国際的に認識されておりますけれども，
その中でイノベーション促進のための研究開発
税制の拡充（スタートアップ支援），知的財産
への優遇税制の創設を意見書では求めておりま
す。

Ⅶ．国際課税

国際課税に関しましては，多国間フォーラム
での合意形成の上，国内法・租税条約の整備を
進めることが望ましいという点。それから，移
転価格税制をはじめとする国際課税制度の執行，
租税条約の適用における予測可能性。「今後ど
うなってくのだろうか」という予測可能性を確
保していくこと，そして，事務負担軽減のため
の措置を講じること，制度の適切な運用が重要
であるという指摘をさせていただいております。

Ⅷ．消費税

消費税は，国民全体で広く負担することが可
能な税であり，景気に左右されず税収が安定的
であるという特徴を持っています。そして，経
済活動に対して中立的であるという優れた特徴
を持っておりますので，社会保障を今後支えて
いく財源として消費税率の引き上げも視野に入
れていく必要があるのではないかという提案を
させていただきました。そのためにも，制度の
信頼性・透明性を高める視点が必要でございま
して，インボイス制度の円滑な実施が重要だと
考えております。
次に，消費税における低所得層への対応に関
しましては，租研は従来から次のように考えて
おります。消費税収の使途が社会保障に限定さ
れておりますので，受益面も併せて考慮するな
らば，既に低所得層に有利な税制であるといえ
るのではないかということ。そして，軽減税率

は公平・中立・簡素の観点からやはり弊害があ
るのですが，すでに導入されているわけですか
ら，今後，税率の引き上げが行われる場合にお
いては適用対象が拡大しないよう厳格な歯止め
が必要であると指摘をさせていただきました。

Ⅸ．地方税

続きまして，地方税でございます。地方税の
在り方としては，昨年度まで地方分権という言
葉を使っておりましたけれども，地方分権は地
方の財政規律を高めるということも大きな目的
でございますので，地方の財政規律を強化する
ためにも受益者が広く負担する応益課税原則を
明確にしていく必要があるのではないかという
指摘は従来から続けてきていることでございま
す。
そして，全体の税収を確保しつつ，法人から
個人に税のバランス，ウエートを移すとともに，
課税標準が重複する税目の統廃合等も検討する
必要があることを提案しております。
その他にも，負担分任，応益課税の考え方に
基づいて，個人住民税の均等割を引き上げるこ
と，それから現行の外形標準課税制度について
は赤字法人にも課税されるものの，課税法人を
資本金 1億円超としているために適用対象が大
法人にやはり限られてしまっていることから，
一定の配慮を行った上で中小法人にも適用対象
を広げる必要があるという従来からの指摘を行
いました。また，固定資産税に関しましては，
特に土地に係る固定資産税が地価と連動して課
税されておりますので，負担の適正化が必要で
あること，そして，償却資産に係る固定資産税
につきましては廃止を含めた見直しが必要では
ないかという指摘を従来どおり行っております。

Ⅹ．その他の税

その他の税に関しましては，次の点を重要と
しております。まず，自動車関係諸税につきま
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しては，受益者負担・原因者負担の原則に加え
て，カーボンニュートラル目標の実現，電気自
動車の普及などと整合的なものになるように，
課税の考え方，税体系の再構築が必要であると
いう指摘。それから，カーボンニュートラルと
いう目標の達成，産業競争力の強化，経済成長
を同時に実現させるために，政策パッケージの
1つとして炭素に対する賦課金についても適切
な制度設計が必要であるという指摘。それから，
脱炭素型社会への移行に伴うコストは特定の企
業なりが負担をするのではなくて国民全てが広
く負担すべきものであって，そのためにも炭素
価格の適正な転嫁が重要であるという指摘でご
ざいます。

Ⅺ．納税環境の整備

それでは，総論と各論を受けまして，最後に
納税環境の整備について簡単にご説明を申し上
げたいと思います。言うまでもなく，税は民主
主義の根幹です。国民が税の意義と役割，受益
と負担の関係性を理解し，適正な納税が行われ
るよう，税制及び財政の現状に関する正確かつ
タイムリーな情報提供や租税教育の充実などが

必要だと考えております。
それから，国税・地方税の申告，納税手続の
デジタル化のさらなる普及と拡大を進めるべき
であること，マイナンバーカードにつきまして
は，マイナンバーカードの活用，国・地方間の
情報連携などにより納税者の利便性の向上，税
務行政の効率化を進めるべきであるという指摘
をさせていただきました。それから，バックオ
フィス業務の生産性を向上させていくこともこ
れからの産業において非常に重要でありますけ
れども，そのためには納税手続きのデジタル化
やキャッシュレス化を進めていくべきであると
いう指摘を行わせていただきました。
以上，簡潔ではございますけれども，租研意
見のポイントを説明させていただきました。詳
細は本編をお読みいただきたいと思いますとと
もに，冒頭でも申し上げましたように，それぞ
れデータを使って租研意見の科学的な裏付けを
資料編として載せておりますので，これもご参
考いただければと思っております。また，国際
課税につきましては用語集もご覧いただければ
と思っております。
以上，少し急ぎましたけれども，租研意見の
ポイントを申し上げました。

＊　「令和 6年度税制改正に関する租研意見」は（公益社団法人）日本租税研究協会のホームページ上に掲載
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公
平
、

中
立
、
簡
素
の
観
点
か
ら
弊
害
。
適
用
対
象
が
拡
大
し
な
い
よ
う
厳
格
な

歯
止
め

を
設
け
る
べ
き
 

Ⅴ
.
相

続
税

・
贈

与
税

 
Ⅸ

.
地

方
税

 
○
税
制
全
体
の
中
で
相
続
税
の
機
能
（
富
の
集
中
抑
制
）
の
適
切
な
発
揮
が
重
要
。
資
産
の
移
転
時
期
に
中
立
的
な
税
制
を
構
築
す

る
観
点
か
ら
相
続
税
・
贈
与
税
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
る
べ
き
 

○
資
産
の
世
代
間
移
転
促
進
を
目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
た
、
結
婚
・
子
育
て
・
教
育
・
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
贈
与
税
の
非
課
税
措

置
に
つ
い
て
は
、
格
差
の
固
定
化
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
今
後
も
見
直
し
が
必
要
 

 

○
財

政
規
律

を
伴
っ

た
地
方
行
財

政
運
営

の
実
現
の
た
め
、
地
域
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
そ
の
受
益
者
が
広
く
負
担
す
る
応
益
原
則
を

明
確
に

す
る

必
要
 

〇
地
方
財
政
支
出
が
福
祉
・
生
活
関
連
な
ど
対
個
人
向
け
の
割
合
を
高
め
て
い
る
中
で
、
地
方
税

に
つ

い
て
も

、
全
体
の
税

収
を

確
保
し
つ
つ

、

法
人

か
ら
個
人

に
比
重
を
移
す
と
と
も
に
、
課
税
標
準
が
重
複
す
る
税
目
の

統
廃

合
等
も

検
討

す
る
必

要
 

○
「
負
担

分
任

」「
応
益
課
税
」
の
考
え
方
に

基
づ
き
、
個
人
住

民
税

均
等
割
の

引
上
げ
、
法

人
事
業
税

に
お

け
る

外
形
標
準
課

税
の
拡

充
、
土
地

に
係

る
固
定
資

産
税
の
負
担
適

正
化
等
に
つ

い
て
検
討
す
る

必
要

 

Ⅵ
.
法

人
税

 
Ⅹ

.
そ

の
他

の
税

 
○
企
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
、
立
地
競
争
力
の
確
保
な
ど
、
日
本
経
済
の
持
続
的
な
成
長
を
促
進
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
と
し
て

法
人
税
制
の
整
備
が
重
要
 

○
法
人
税
率
、
課
税
ベ
ー
ス
等
に
つ
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ミ
ニ
マ
ム
課
税
の
導
入
な
ど
も
踏
ま
え
、
国

際
的
に
調
和
の
と
れ
た
も

の
と
す
る
こ
と
が
肝
要
 

○
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
た
め
の
研
究
開
発
税
制
の
拡
充
（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
）、

知
的
財
産
へ
の
優
遇
税
制
の
創
設
 

○
自
動

車
関

係
諸
税

に
つ

い
て

は
、

受
益
者
負
担
・
原
因
者
負
担
の
原
則
に
加
え
て
、
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
目
標
の
実

現
、

電
気
自
動

車
の

普
及

な
ど
と
整
合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
課
税
の

考
え
方

、
税

体
系
の
再
構
築
が
必
要
 

○
カ
ー

ボ
ン
ニ
ュ

ー
ト
ラ

ル
目
標

の
達
成
、
産
業

競
争
力
の

強
化
、
経
済
成
長
を

同
時
に
実
現

さ
せ
る
た
め
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
一
つ
と
し
て
、

炭
素

に
対

す
る
賦
課

金
に
つ
い
て

も
適
切

な
制
度

設
計
が
必
要

。
脱
炭
素
型
社
会
へ
の
移
行
に
伴
う
コ
ス
ト
は
国
民
す
べ
て
が
広
く
負
担
す
べ

き
も
の
で
あ
り
、
炭
素
価

格
の
適
正
な
転
嫁

が
重
要
 

Ⅶ
.
国

際
課

税
 

Ⅺ
.
納

税
環

境
の

整
備

 

○
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
展
す
る
な
か
、

国
際
的
二
重
課
税
を
排
除
し
、
投
資
交
流
を
阻
害
し
な
い
国
際
課
税
ル
ー
ル

を
構
築
す
る
た
め
、
多
国
間
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
合
意
形
成
の
上
、
国
内
法
・
租
税
条
約
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
 

○
移
転
価
格
税
制
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
課
税
制
度
の
執
行
、
租
税
条
約
の
適
用
に
お
け
る

予
測
可
能
性
の
確
保
、
事
務
負
担
軽
減

の
た
め
、
取

扱
い
の
明
確
化
、
事
前
確
認
・
相
互
協
議
制
度
の
適
切
な
運
用
が
重
要
 

○
「
国
際
最
低
課
税
額
」
の
法
制
化
・
運
用
に
当
た
っ
て
も
、
納
税
事
務
負
担
の
軽
減
に
配
意
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
も
含
め
て

見
直
し

を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
 

○
税
は
民
主
主
義
の
根
幹
。
国
民
が
税
の
意
義
と
役
割
、
受
益
と
負
担
の
関
係
性
を
理
解
し
、
適
正
な
納
税
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
税
制

及
び
財

政

の
現

状
に
関
す

る
正
確
か
つ
タ

イ
ム
リ
ー
な

情
報
提
供
や
租
税

教
育

の
充
実
な
ど
が
重
要
 

○
国
税
、
地
方
税
の
申

告
・
納

税
手

続
の
デ

ジ
タ

ル
化

を
更
に
普
及
、
拡
大
さ
せ
る
と
と
も
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー

の
活

用
、

国
・
地
方

間
の

情
報

連
携

な
ど
に
よ
り
納
税

者
利

便
の

向
上
、
税

務
行
政
の
効
率

化
を
進
め
る
べ
き
。
税
務
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
を
事
業
者

の
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
業
務
の
生
産
性

向
上

、
社
会

全
体
の
コ
ス
ト
削
減

に
つ
な
げ
る
こ
と
が
重
要
 

 

公
 
 
平
 

企
業

の
活
性

化
 
 

 
雇

用
・
所

得
の

確
保

 

 
・

 
企

業
の

国
際
競

争
力

の
強
化

 

・
 

日
本
の

立
地
競

争
力
の

強
化

 

・
 

イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ

ン
・
生

産
性

向
上

 

 
（

応
能

負
担
･
世
代

間
の
公

平
確

保
）
 
 

 
（

企
業

活
動

･
個
人

の
選
択

へ
の

影
響

最
小

化
）
  

日
本

経
済

･ 

社
会

の
 

構
造

問
題

 

①
 
巨
額
の
財
政
債
務
 

②
 
人
口
減
少
、
少
子
・
高
齢
化
の
進
行
 

③
 
社
会
保
障
費
の
増
大
 

④
 
生
産
性
、
経
済
成
長
の
低
迷
 

⑤
 
デ
ジ
タ
ル
化
・
グ
リ
ー
ン
化
の
遅
れ
 

経
 
済
 
活
 
力
 

改
革
の
方
向
性
 

・
財
政
の
持
続
可
能
性
回
復
 

・
社
会
保
障
制
度
の
効
率
化
・

重
点
化
 

・
経

済
社

会
構

造
の

転
換

（
社

会
課

題
の

解
決

）
と
持

続
的
成

長
・
所

得
拡

大
 

  

＜
税

制
に
お

け
る
課
題
＞
 

・
経
済

成
長

と
財
政
健
全
化
 

 
 
 
 
 
（
歳

入
確
保
）
を
両
立

 

・
社
会

経
済

構
造
の
変
化
に
 

 
 
 
 
対

応
し
た
税
制

の
構

築
 

・
社
会

的
公

正
の
確
保
 

     

消
費

課
税

：
 
①

国
民

全
体

で
広

く
負
担

可
能
 

②
景

気
に

左
右

さ
れ

ず
税

収
が

安
定

的
 

③
経

済
活

動
に

対
し

て
中

立
的
 

→
 
社

会
保

障
を

支
え

る
財

源
と

し
て

、
消

費
税

率
の
更

な
る

引
上

げ
必

要
 

財
 
政
 
健
 
全
 
化
 

個
人

所
得
課

税
 

①
基

幹
税

と
し
て
税

収
調

達
機

能
の

回
復

 
 

 

②
働

き
方

や
ラ
イ
フ

コ
ー

ス
の

選
択

に
中

立
的

な
税
制
 

 

法
人

課
税
/
地

方
税

 

①
法

人
税

：
国

際
的

整
合

性
の

確
保

、
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

・
投

資
促

進
 

②
地

方
税

：
応

益
課

税
原

則
に

基
づ

く
地

方
税

体
系

の
見
直

し
 

地
方

創
生

・
地

域
の

活
性
化
 

「
受

益
＞

負
担

」
と

い
う

財
政
構

造
の

解
消

（
歳
出

歳
入
一

体
改

革
）

 

・
 

公
共
サ

ー
ビ
ス

の
財
源

は
税

に
よ

り
賄

う
こ
と

が
原

則
 

・
 

消
費
税

率
の
引

上
げ
、

所
得

税
改

革
に

よ
る

財
源

の
確

保
 

・
 

国
民
負

担
の

あ
り
方

→
税
と

社
会

保
険

料
の

役
割

分
担

に
配
意

が
必

要
 

財
政

責
任
を

伴
っ
た

地
方
行

財
政

運
営

の
実

現
 

 

 
・

「
負

担
分

任
」

「
応

益
課

税
」

の
原

則
に

基
づ

く
制

度
改

革
 

・
 

税
源
の

偏
在

性
が

小
さ

く
、

税
収

が
安

定
的

な
地

方
税

体
系

の
構

築
 

（
例

：
地

方
消

費
税

の
充

実
）

 

  
中
 
 
立
 

簡
 
 
素
 

 
（

徴
税
・

納
税

コ
ス

ト
の

少
な

い
制

度
設

計
）
  

＜
財
政

健
全

化
へ
の

取
組

＞
 

・
受

益
と

負
担
の

適
正
化
 

・
財

政
資

源
配
分

の
最
適

化
 

・
Ｅ

Ｂ
Ｐ
Ｍ

・
成
果

志
向
の

支
出

の
徹

底
 

・
健

全
化

の
取
組

を
担
保

す
る
仕
組
み
 

３
つ

の
原
則

間
の
バ

ラ
ン
ス

に
留

意
し

た
税

制
構

築
 

 

税
目

（
所
得

・
消

費
・
資

産
）

バ
ラ

ン
ス

の
と

れ
た

税
体
系

 

 

新
型

コ
ロ
ナ

、
 

国
際

情
勢

の
変

化

→
 課

題
へ

の
 

対
応

が
急
務
 

 
 

 

＋
 

令
和

6
年

度
 税

制
改

正
に

関
す

る
租

研
意

見
（

概
要

）
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